
（別紙２） 

新旧対照表 

【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

 

（課税価格に含まれる輸入港までの運賃等） 

4―8 法第 4 条第 1 項第 1 号((課税価格に含まれる輸入港までの運賃等))の

規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。 

(1) 「輸入港」とは、本邦において外国貿易船又は外国貿易機から輸入貨

物の船卸し又は取卸し（仮陸揚げを除く。以下「船卸し等」という。）

がされた港をいう。 

(2)  ｢輸入港に到着する｣とは、単に輸入港の港域に到着することを意味

するのではなく、輸入貨物の船卸し等ができる状態になることをいう。 

(3) 「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入

港まで運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸

出港までの運送費用を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めると

ころによる。 

イ 輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、当該運送契約に基

づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払わ

れる費用をいい、次の(ｲ)から(ﾆ)に掲げる費用を含む。 

なお、輸入貨物が最低運賃（Minimum Freight） 又はパーセル運賃

（Parcel Freight）が適用される少量貨物である場合は、実際に支払

われる当該最低運賃又はパーセル運賃をいう。 

また、輸入貨物が積載数量を特約した航海用船契約に基づき運送さ

れた場合は、実際の積載数量が当該特約数量に満たなかったときであ

っても、当該契約に基づき実際に支払われた運賃をいう。ただし、実

際の積載数量が特約数量より著しく少ない場合には、当該支払われた

運賃に合理的な調整を加えて「通常必要とされる当該輸入港までの運

賃等」（後記(8)参照）を計算する。 

(ｲ) 輸入貨物を運送するために要した積付資材費、船舶改装費（運送

終了後に復旧する場合にあっては、当該復旧に要する費用を含

む。）等の費用 

(注) 当該費用が 2 回以上の運送のためのものであるときは、原則

として、運送回数、数量等を考慮してあん分した当該運送に要

した額 

(ﾛ) 航海用船契約に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の積荷が

 

（課税価格に含まれる輸入港までの運賃等） 

4－8 法第 4 条第 1 項第 1 号((課税価格に含まれる輸入港までの運賃等))の

規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。 

(1) 「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送

に関連する費用」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要

した運送費用及び保険料並びに当該運送に伴う積卸しその他の取扱いの

ための費用をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送費用、保険料等を

含む。ただし、輸入貨物（法第 4 条の 6 第 1 項((航空運送貨物に係る課

税価格の決定の特例))に規定する貨物に該当するものは除く。）の運送

が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に

要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる

当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該

通常必要とされる当該輸入港までの運賃等によることとなつているので

留意する（令第 1条の 5第 1項）。 

この場合において、「輸入港」とは、本邦において外国貿易船又は外

国貿易機から輸入貨物の船卸し又は取卸し（仮陸揚げを除く。以下「船

卸し等」という。）がされた港をいい、「通常必要とされる当該輸入港

までの運賃等」とは、当該貨物の種類及び数量並びに運送条件（運送手

段の種類、運送経路等をいう。）等を勘案して、通常必要とされると認

められる輸入港までの運送のための運賃等をいうものとする。 

(2) 例えば、次に掲げる実際に要した輸入港までの運賃等は、令第１条の

5 第 1 項((課税価格に含まれる運賃等))に定める「通常必要とされる当該

輸入港までの運賃等の額を著しく超えるもの」に該当しないものとして

取り扱う。 

イ 運送者に支払われる運賃に、輸入港における船卸し等に伴う船内荷

役、沿岸荷役その他これらに類する荷役のための費用が含まれている

が、その額が明らかでないもの 

ロ  少量貨物の運賃として支払われる minimum freight 又は parcel 

freight 

ハ 輸入貨物を運送するために要する積付資材費、船舶改装費（運送終

了後に復旧する場合にあつては、当該復旧に要する費用を含む。）等
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改正後 改正前 

ない場合における空船回漕料 

(ﾊ) 為替相場の変動による補てん金 

(ﾆ) コンテナー賃借料（輸入港到着日（入港日を含む。）までの期間

に対応する額が明らかな場合には、当該賃借料の額は、当該期間に

対応する額によるものとし、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応

する額を含まないものとする。） 

ロ 輸入貨物が運送貨物を積載しないで引渡港から輸入港まで自力運航

により直行した船舶又は航空機である場合は、当該船舶又は航空機の

燃料費、乗組員費等当該運航に要した費用をいう。 

ハ 輸入貨物が買手の所有する船舶（航空機）又は買手が定期（期間）

用船（機）し若しくは裸用船（機）した船舶（航空機）により運送さ

れた場合は、当該船舶（航空機）の減価償却費又は用船（機）料に、

燃料費、乗組員費、保険料等の費用を加えたものをいう。ただし、当

該運送の状況を勘案して、通常必要とされる費用の額を著しく超える

費用の額がある場合には、当該著しく超える額を控除するものとす

る。 

ニ 輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、

当該船舶が当該用船契約において約定された許容停泊期間を超えて停

泊したことにより用船者が船主に対し支払う割増料金（輸入港到着後

の滞船料を除く。）は、運賃に含まれるものとして取り扱う。ただし、

実際の停泊期間が船舶の大きさ、港湾の状況等に応じて標準的な許容

停泊期間と認められる期間を著しく超える場合であって、その発生原

因からみて当該支払金を課税価格に算入することが適当でないと認め

られるような特別の事情があるときは、この限りでない。 

ホ 輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、

当該用船契約において予定された航海日数を超える航海日数を要した

ことにより用船者が船主に対し支払う割増料金は、運賃に含まれるも

のとして取り扱う。ただし、実際の航海日数が船舶の性能、航路の状

況等に応じて標準的な航海日数と認められる日数を著しく超える場合

であって、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入するこ

とが適当でないと認められるような特別な事情があるときは、この限

りでない。 

(4) 「保険料」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した

の費用のうち、当該運送に要した額を含む運賃。 

この場合において、当該費用が 2 回以上の運送のためのものである

ときは、原則として、運送回数、数量等を考慮してあん分したものを

含む運賃による。 

ニ 積載数量を特約した航海用船契約に基づき支払われた運賃（実際の

積載数量が当該特約数量に満たなかつた場合を含む。）。 

ただし、実際の積載数量が特約数量より著しく少ない場合には、当 

該支払われた運賃に合理的な調整を加えて「通常必要とされる当該輸

入港までの運賃等」を計算する。 

ホ 航海用船契約に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の積荷がな 

い場合における空船回漕料を含む運賃 

ヘ 輸入貨物が買手の所有する船舶若しくは航空機又は買手が定期（期 

間）用船し若しくは裸用船した船舶により運送されたものである場合

における当該貨物の運送のために実際に要した費用（船舶若しくは航

空機の減価償却費又は用船料、燃料費、乗組員費、保険料等の費用を

いい、当該運送の状況を勘案して、通常必要とされる費用の額を著し

く超える費用の額がある場合には、当該著しく超える額を控除するも

のとする。） 

ト 輸入貨物が自力運航により輸入港に到着した船舶又は航空機である

場合における当該船舶又は航空機が運送貨物を積載しないで引渡港か

ら輸入港まで直行したときの当該運航に要した費用（船舶又は航空機

の燃料費、乗組員費等運航に要した費用をいう。） 

チ 為替相場の変動による補てん金の支払を伴う運賃 

リ 輸入貨物に付された保険がＦuller Ｃondition による保険（分損担

保を基本とし、これにより担保されない雨淡水濡れ担保、汗蒸れ担保

等を付加するもの）等で、損害がなかつた場合に保険料の一部が払い

戻されることとなつており、かつ、納税申告時の状況により払い戻さ

れる保険料の額が明らかである場合における当該保険料の額を控除し

た保険料 

ヌ 郵便物の価格表記料を含む郵便料（価格表記料のほか、別途保険料

の支払がある場合には、これも加算する。） 

ル 次のものを含む輸入港までの運賃等 

(ｲ) 輸出国における積込み前の一時的保管料 
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改正後 改正前 

保険料をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送に係る保険料を含み、

次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。 

イ 輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常必要とされる保険料

を見積もることとはならない。 

ロ 輸入貨物に付された保険がＦuller Ｃondition による保険（分損担

保を基本とし、これにより担保されない雨淡水濡れ担保、汗蒸れ担保

等を付加するもの）等で、損害がなかった場合に保険料の一部が払い

戻されることとなっており、かつ、納税申告時の状況により払い戻さ

れる保険料の額が明らかである場合は、当該払い戻される額を控除し

た保険料をいう。 

ハ 輸入貨物に保険が付されている場合であって、当該輸入貨物に係る

納税申告時に当該保険料の額が明らかでないことを理由として、輸入

者が、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額とし

て税関長が公示する額を当該輸入貨物に係る保険料として申告すると

きは、これを認めても差し支えないこととする。ただし、以下につい

て留意する。 

(ｲ) 当該輸入貨物に係る納税申告が行われた後に実際に要した保険料

の額が申告額と異なることが明らかになったときは、関税法第 7 条

の 14((修正申告))の規定により当該納税申告に係る税額等を修正す

る申告がされなければ、同法第 7 条の 16((更正及び決定))の規定に

より当該税額等を更正することとなること 

(ﾛ) 納税申告が上記の公示額により行われた場合で、上記(ｲ)により

当該納税申告の修正又は更正が行われたときは、関税法第 12 条第 6

項((延滞税の免除))に規定する「やむを得ない理由により税額等に

誤りがあつたため」に該当しないこと 

(ﾊ) 納税申告が上記の公示額により行われた場合で、上記(ｲ)により

当該納税申告の修正又は更正が行われたときは、関税法第 12 条の 2

第 3 項((過少申告加算税))に規定する「正当な理由」に該当しない

こと 

ニ 上記ハに規定する「税関長が公示する額」の意義及び取扱いは、次

による。 

(ｲ) 「税関長が公示する額」とは、暦年（1 月から 12 月）の輸入申告

実績に基づき通常要すると認められる保険料の額であり、当該輸入

例えば、輸出国の工場渡価格で購入された貨物が、船積予定船の

到着遅延により、当該船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保

管される場合の当該保管に要する費用 

(ﾛ) 輸出の際に税関手続等に要した費用 

(ﾊ) コンテナー賃借料（輸入港到着日（入港日を含む。）までの期間 

に対応する額が明らかな場合には、当該賃借料の額は、当該期間に

対応する額によるものとし、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応

する額を含まないものとする。） 

(ﾆ) 輸出国において要したコンテナー・サービス・チャージ 

(3) 実際に要した輸入港までの運賃等の額が通常必要とされる当該輸入港

までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、令第１条の５第

１項の規定により、実際に要した当該輸入港までの運賃等ではなく、

「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等」によることとなつている

ので、例えば、次に掲げる場合は、「通常必要とされる当該輸入港まで

の運賃等の額を著しく超えるものである場合」に該当するものとして、

上記(2)の規定にかかわらず、それぞれに定める運賃等を「通常必要とさ

れる当該輸入港までの運賃等」として取り扱う。 

イ 輸入貨物の輸入取引に係る契約（運送条項を含む契約に限る。）又

は輸入貨物の運送契約の成立の時以後に、天災、戦争、動乱、港湾ス

トライキ等当該貨物の輸出者又は輸入者の責めに帰し難い理由によ

り、当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送することがで

きなかつた場合･･････実際の運送方法及び運送経路のいかんにかかわ

らず、当該契約が前提とする運送方法及び運送経路により運送された

ものとした場合の通常の運賃 

ロ 運送契約に係る揚港若しくは入港順位を変更し、又は積港若しくは

揚港を追加したため割増料金を支払つている場合において、当該割増

料金の額が、変更後の揚港で船卸し等をし若しくは変更後の入港順位

で寄港し、又は追加後の積港若しくは揚港で積込み若しくは船卸し等

をすることを条件として運送契約をしていたものとした場合に支払う

ことを要したと認められる割増料金の額（例えば、運送距離の増加に

より必要とされる額）を著しく超えることとなつた場合････当該支払

うことを要したと認められる割増料金の額（後記(注) 参照） 

この場合において、当該支払うことを要したと認められる割増料金
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改正後 改正前 

申告実績を基に関税局長が毎年決定することとする。 

 (注) 上記の額は、輸入申告実績における保険料又は C&F 価格に対

する保険料比率の中央値（メディアン）を参照して決定する。 

(ﾛ) 関税局長は、上記(ｲ)により決定される額を、その公示日及び適

用対象期間並びに算出根拠も含めて税関長に通知することとする。 

(ﾊ) 税関長は、上記(ﾛ)の通知を受けた場合には、公示日から当該額

の適用対象期間が終わるまでの間、本関、各税関支署、各税関出張

所及び各税関支署出張所において、当該額を公示することとする。 

(5) 「その他当該運送に関連する費用」とは、輸入貨物の輸入港までの運

送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用

をいい、次に掲げる費用を含む。 

イ 輸出国における積込み前の一時的保管料 

例えば、輸出国の工場渡価格で購入された貨物が、船積予定船の到

着遅延により、当該船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保管さ

れる場合の当該保管に要する費用 

ロ 輸出の際に税関手続等に要した費用 

ハ 輸出国において要したコンテナー・サービス・チャージ 

(6) 輸入港までの運賃等は、買手により負担されるものであるか否かを問

わず、現実支払価格に含まれていない限度において、当該現実支払価格

に加算する。例えば、次に掲げる場合は、それぞれに定めるところによ

り取り扱う。 

イ 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が

負担することとされている場合（CFR 又は CIF 契約等の場合）は、当該

運賃は現実支払価格に含まれているものとして取り扱い、当該輸入貨

物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認する

ことは要しない。ただし、買手が現実支払価格のほかに当該輸入貨物

の輸入港までの運送費用を別途負担するときは、買手による当該別途

負担額を当該現実支払価格に加算する。 

ロ 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が

負担することとされている場合（FOB 契約等の場合）は、当該運賃は現

実支払価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸

入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を、その負担者を

問わず、当該現実支払価格に加算する。 

の額は、原則として、当該変更又は追加に係る貨物の課税価格に含め

るものとするが、運送委託者からこれと異なる運賃の計算について申

出（運送委託者が複数の場合には、全運送委託者の合意に基づく申

出）があり、課税上支障がないと認められるときは、当該申出に係る

計算方法によつて差し支えない。 

(注) 当初から当該変更後又は追加後の条件により運送契約をしてい 

たものとした場合に支払うことを要しなかつたと認められる額

（例えば、揚地変更に伴う荷繰りに要する費用）は、通常必要と

される運賃等に含まれない。 

(4) 輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送

に関連する費用（輸入港における船卸し等の費用、国内運賃、duty 

insurance に係る保険料、国内運送に係る保険料等）は、当該輸入貨物の

課税価格に算入しない。 

なお、この項において｢輸入港到着｣とは、船舶が単に輸入港の港域に 

到着することを意味するのではなく、貨物の取卸しができる状態になる

ことをいうものとする。 

ただし、これらの費用が現実支払価格又は輸入港までの運賃等に含ま 

れており、その額が明らかでない場合には、この限りでない。 

(5) 輸入貨物に保険が付されていない場合には、通常必要とされる保険料

を見積もつて加算することとはならないので留意する。 

(6) 輸入貨物の運送に関連する「着払運賃取扱料」（Collect Charge）及

び「立替手数料」（Disbursement Fee) は輸入港到着地における取扱手

数料であるので、課税価格に算入しない。 

(7) 用船契約において約定された許容停泊期間を超えて停泊したことによ

り用船者が船主に対し支払う支払金（輸入港到着後の滞船料を除く。）

は、課税価格に算入する。ただし、実際の停泊期間が船舶の大きさ、港

湾の状況等に応じて標準的な許容停泊期間と認められる期間を著しく超

える場合であつて、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入

することが適当でないと認められるような特別の事情があるときは、こ

の限りでない。 

(8) 用船契約において予定された航海日数を超える航海日数を要したこと

に伴つて生ずる追加費用として用船者が船主に支払う支払金は、課税価

格に算入する。ただし、実際の航海日数が船舶の性能、航路の状況等に
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改正後 改正前 

ハ 輸入取引に係る契約において船舶により運送されることとされてい

た輸入貨物が航空機によって運送された場合の取扱いは、法第 4 条の 6

第 1 項((航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例))の規定の適用を

受ける場合を除き、次による。 

(ｲ) 当該契約において売手が輸入港までの運賃を負担することとされ

ていた場合（CFR 又は CIF 契約等の場合）は、当該運送方法の変更に

伴う費用を買手が負担するときは、買手による当該負担額を現実支

払価格に加算するが、当該運送方法の変更に伴う費用を売手が負担

するときは、売手による当該負担額は現実支払価格に含まれている

ものとして取り扱う。 

(ﾛ) 当該契約において買手が輸入港までの運賃を負担することとされ

ていた場合（FOB 契約等の場合）は、当該運送方法の変更に伴う費用

の額を、その負担者を問わず、現実支払価格に加算する。ただし、

当該運送方法の変更に伴う費用が、当該契約における取決めに従っ

て売手により負担される場合は、売手による当該負担額は現実支払

価格に含まれているものとして取り扱う。 

(7) 輸入港までの運賃等は、次に掲げるような輸入貨物の輸入港到着後の

運賃等を含まない。ただし、当該輸入港到着後の運賃等の額が明らかで

なく、当該明らかでない額を含んだものとしてでなければ把握できない

場合は、当該明らかでない額を含んだ額を輸入港までの運賃等として取

り扱う。 

イ 輸入港における船卸し等の費用（例えば、船内荷役、沿岸荷役その

他これらに類する荷役のための費用） 

ロ 国内運賃 

ハ 輸入税保険（Duty Insurance）に係る保険料 

ニ 国内運送に係る保険料 

ホ 輸入貨物の運送に関連する「着払運賃取扱料」（Collect Charge）

及び「立替手数料」（Disbursement Fee) 

(8) 輸入港までの運賃等は、輸入貨物（法第 4 条の 6 第 1 項((航空運送貨

物に係る課税価格の決定の特例))に規定する貨物に該当するものは除

く。）の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入

貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常

必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場

応じて標準的な航海日数と認められる日数を著しく超える場合であつ

て、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入することが適当

でないと認められるような特別な事情があるときは、この限りでない。 
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改正後 改正前 

合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等による（令第 1

条の 5 第 1 項）。この場合において、「通常必要とされる当該輸入港ま

での運賃等」とは、当該貨物の種類及び数量並びに運送条件（運送手段

の種類、運送経路等をいう。）等を勘案して、通常必要とされると認め

られる輸入港までの運送のための運賃等をいい、例えば、次に掲げる場

合は、「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超える

ものである場合」に該当するものとして、それぞれに定める運賃等を

「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等」として取り扱う。 

イ 輸入貨物の輸入取引に係る契約（運送条項を含む契約に限る。）又

は輸入貨物の運送契約の成立の時以後に、天災、戦争、動乱、港湾ス

トライキ等当該貨物の輸出者（売手を含む。）又は輸入者（買手を含

む。）の責めに帰し難い理由により、当該契約に基づく運送方法及び

運送経路により運送することができなかった場合･･････実際の運送方

法及び運送経路のいかんにかかわらず、当該契約が前提とする運送方

法及び運送経路により運送されたものとした場合の通常の運賃 

ロ 運送契約に係る揚港若しくは入港順位を変更し、又は積港若しくは

揚港を追加したため割増料金を支払っている場合において、当該割増

料金の額が、変更後の揚港で船卸し等をし若しくは変更後の入港順位

で寄港し、又は追加後の積港若しくは揚港で積込み若しくは船卸し等

をすることを条件として運送契約をしていたものとした場合に支払う

ことを要したと認められる割増料金の額（例えば、運送距離の増加に

より必要とされる額）を著しく超えることとなった場合････当該支払

うことを要したと認められる割増料金の額（後記(注) 参照） 

この場合において、当該支払うことを要したと認められる割増料金

の額は、原則として、当該変更又は追加に係る貨物の課税価格に含め

るものとするが、運送委託者からこれと異なる運賃の計算について申

出（運送委託者が複数の場合には、全運送委託者の合意に基づく申

出）があり、課税上支障がないと認められるときは、当該申出に係る

計算方法によって差し支えない。 

(注) 当初から当該変更後又は追加後の条件により運送契約をしてい

たものとした場合に支払うことを要しなかったと認められる額

（例えば、揚地変更に伴う荷繰りに要する費用）は、通常必要と

される運賃等に含まれない。 
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改正後 改正前 

 

（航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例） 

4 の 6―1 法第 4 条の 6 第 1 項に規定する貨物で政令で定めることとされて

いる貨物の範囲は、令第 1 条の 12 第 2 号((航空運送貨物に係る課税価格の

決定の特例))に定められているが、これらの条項に関する用語の意義は、

次による。 

(1) 法第 4 条の 6 第 1 項に規定する「航空機による運送方法以外の通常の

運送方法による運賃及び保険料」とは、航空機以外の運送手段（船舶、

鉄道等）による通常の運賃及び保険料をいい、実務上の取扱いは、原則

として、船舶による通常の運賃及び保険料によって処理して差し支えな

いが、この場合においては、航空機への積込地までの陸路の運賃及び保

険料と通常の船積港までの陸路の運賃及び保険料との差額の加算又は減

算を必要とする場合があるので留意する（例えば、アメリカ中央部から

直接本邦まで空路運送された場合には、アメリカ大陸内の陸路による運

賃及び保険料とアメリカの船積港から本邦までの海路運賃及び保険料と

の合計額となる。）。 

航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料

は、運賃率表及び保険料率表等の資料により輸入貨物に係る単位当たり

の当該運賃及び保険料を求め、これに基づいて算出する。ただし、令第 1

条の 12 第 2 項第 6 号に該当する貨物については、当該貨物を運送するた

めに当初手配されていた運送方法に係る運賃及び保険料の額による。な

お、上記により算出することが困難な場合で、輸入者が、輸入申告実績

に基づき通常要すると認められる運賃及び保険料の額として税関長が公

示する額を当該輸入貨物に係る運賃及び保険料として納税申告を行うと

きは、これを認めて差し支えないこととする（令第 1 条の 12 第 2 項第 6

号に該当する貨物を除く。）。 

(2) 上記(1)に規定する「税関長が公示する額」の意義及び取扱いは、次

による。 

イ 「税関長が公示する額」とは、暦年（1 月から 12 月）の輸入申告実

績に基づき通常要すると認められる運賃及び保険料の額であり、当該

輸入申告実績を基に関税局長が毎年決定することとする。 

 (注) 上記の運賃の額は、輸入申告実績における運賃又は FOB 価格に

対する運賃比率の中央値（メディアン）を参照して決定し、上記

 

（航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例） 

4 の 6―1 法第 4 条の 6 第 1 項に規定する貨物で政令で定めることとされて

いる貨物の範囲は、令第１条の 12 第 2 号((航空運送貨物に係る課税価格の

決定の特例))に定められているが、これらの条項に関する用語の意義は、

次による。 

(1) 法第 4 条の 6 第 1 項に規定する「航空機による運送方法以外の通常の

運送方法による運賃及び保険料」とは、航空機以外の運送手段（船舶、

鉄道等）による通常の運賃及び保険料をいい、実務上の取扱いは、原則

として、船舶による通常の運賃及び保険料によつて処理して差し支えな

いが、この場合においては、航空機への積込地までの陸路の運賃及び保

険料と通常の船積港までの陸路の運賃及び保険料との差額の加算又は減

算を必要とする場合があるので留意する（例えば、アメリカ中央部から

直接本邦まで空路運送された場合には、アメリカ大陸内の陸路による運

賃及び保険料とアメリカの船積港から本邦までの海路運賃及び保険料と

の合計額となる。）。 

航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料

は、輸入貨物に係る単位当たりの当該運賃及び保険料を求め、これに基

づいて算出する。 
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改正後 改正前 

の保険料の額は前記 4―8(4)ニ(ｲ)により決定する額とする。 

ロ 関税局長は、上記イにより決定される額を、その公示日及び適用対

象期間並びに算出根拠も含めて税関長に通知することとする。 

ハ 税関長は、上記ロの通知を受けた場合には、公示日から当該額の適

用対象期間が終わるまでの間、本関、各税関支署、各税関出張所及び

各税関支署出張所において、当該額を公示することとする。 

(3) 法第 4 条の 6 第 1 項及び令第 1 条の 12 第 2 項第 7 号に規定する「無

償」とは、輸入貨物の輸出国における積出しの際の価格が無償の場合を

いう。 

(4) 法第 4 条の 6 第 1 項に規定する「見本」とは、注文の取集めのための

商品見本、市場の需要傾向の調査若しくは製作の資料とするためのし好

調査等のために使用する物品、販売する機械を用いて作られた試作品で

あって当該機械の性能を認識させるためのもの、製作見本又はこれらに

類するものをいう。 

(5) 令第 1 条の 12 第 2 項第 1 号に規定する「本邦に住所を有する者」と

は、個人のみをいい、法人は含まない。 

(6) 令第 1 条の 12 第 2 項第 2 号に規定する「ニュース写真、ニュースフ

ィルム又はニューステープ」とは、一般的日刊新聞を発行する新聞社、

当該新聞社にニュースを提供する通信社、映画会社又は放送局が一般的

日刑新聞へのニュースの掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若し

くはテレビジョンの放送用に供するために輸入するものに限るものと

し、ニューステープには録音したもののほか録画したものを含む。 

(7) 令第 1 条の 12 第 2 項第 2 号に規定する「時事に関する記事を掲載す

る一般的日刊新聞」とは、内外の政治、経済、文化、社会等一般のニュ

ースを総合して報道することを目的とする日刊新聞をいう。 

(8) 令第 1 条の 12 第 2 項第 2 号に規定する「新聞の紙型」は、一般的日

刊新聞の紙型に限らない。 

(9) 令第 1 条の 12 第 2 項第 3 号に規定する「航空機用品」には、航空機

上において使用される物品のほか、航空機の発着に伴い使用される旅客

の乗降用、貨物の積卸用又は航空機の運航準備作業若しくは地上誘導用

の機器類及びこれらの部分品を含む。 

(10) 令第 1 条の 12 第 2 項第 3 号に規定する「航空機整備用品」とは、航

空機を整備するために用いる物品であって、航空機の修繕のために使用さ

 

 

 

 

 

 

(2) 法第 4 条の 6 第 1 項及び令第 1 条の 12 第 2 項第 7 号に規定する「無

償」とは、輸入貨物の輸出国における積出しの際の価格が無償の場合を

いう。 

(3) 法第 4 条の 6 第 1 項に規定する「見本」とは、注文の取集めのための

商品見本、市場の需要傾向の調査若しくは製作の資料とするためのし好

調査等のために使用する物品、販売する機械を用いて作られた試作品で

あつて当該機械の性能を認識させるためのもの、製作見本又はこれらに

類するものをいう。 

(4) 令第 1 条の 12 第 2 項第 1 号に規定する「本邦に住所を有する者」と

は、個人のみをいい、法人は含まない。 

(5) 令第 1 条の 12 第 2 項第 2 号に規定する「ニュース写真、ニュースフ

ィルム又はニューステープ」とは、一般的日刊新聞を発行する新聞社、

当該新聞社にニュースを提供する通信社、映画会社又は放送局が一般的

日刑新聞へのニュースの掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若し

くはテレビジョンの放送用に供するために輸入するものに限るものと

し、ニューステープには録音したもののほか録画したものを含む。 

(6) 令第 1 条の 12 第 2 項第 2 号に規定する「時事に関する記事を掲載す

る一般的日刊新聞」とは、内外の政治、経済、文化、社会等一般のニュ

ースを総合して報道することを目的とする日刊新聞をいう。 

(7) 令第 1 条の 12 第 2 項第 2 号に規定する「新聞の紙型」は、一般的日

刊新聞の紙型に限らない。 

(8) 令第 1 条の 12 第 2 項第 3 号に規定する「航空機用品」には、航空機

上において使用される物品のほか、航空機の発着に伴い使用される旅客

の乗降用、貨物の積卸用又は航空機の運航準備作業若しくは地上誘導用

の機器類及びこれらの部分品を含む。 

(9) 令第 1 条の 12 第 2 項第 3 号に規定する「航空機整備用品」とは、航

空機を整備するために用いる物品であつて、航空機の修繕のために使用



                             新旧対照表 
【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

れる補修材料並びに航空機部分品の取替え、試験、補修等に使用される工

具類、機器類及びこれらの部分品をいう。 

(11) 令第 1 条の 12 第 2 項第 3 号に規定する「事務用品」とは、本邦にお

いて航空運送事業を営む者がその事業を運営するために行う事務に使用す

るタイプライター、帳簿書式類その他これらに類する物品をいう。 

(12) 令第１条の 12 第 2 項第 6 号に規定する「輸入者」は、当該輸入貨物

の輸入者と買手が異なる場合には、当該買手を含む。 

(13) 令第１条の 12 第 2 項第 6 号に規定する「その輸入者以外の者が運送

方法の変更に伴う費用を負担する」とは、航空運賃の全額又はその船運

賃との差額を輸出者、船会社等輸入者以外の者が負担することをいう。 

(14) 令第１条の 12 第 2 項第 7号に規定する「修繕又は取替えのため」の物

品とは、修繕材料、修理用品、取替用品（全部取替えのための物品を含

む。）のほか、修理用具、取替用具を含む。 

 

 

される補修材料並びに航空機部分品の取替え、試験、補修等に使用され

る工具類、機器類及びこれらの部分品をいう。 

(10) 令第 1 条の 12 第 2 項第 3 号に規定する「事務用品」とは、本邦にお

いて航空運送事業を営む者がその事業を運営するために行う事務に使用す

るタイプライター、帳簿書式類その他これらに類する物品をいう。 

 

 

(11) 令第１条の 12 第 2 項第 6 号に規定する「その輸入者以外の者が運送

方法の変更に伴う費用を負担する」とは、航空運賃の全額又はその船運

賃との差額を輸出者、船会社等輸入者以外の者が負担することをいう。 

(12) 令第１条の 12 第 2 項第 7 号に規定する「修繕又は取替のため」の物

品とは、修繕材料、修理用品、取替用品（全部取替えのための物品を含

む。）のほか、修理用具、取替用具を含む。 

 

 

 


